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平
成
29
年
12
月
２
日
に
会
議
を
開

催
し
、
政
務
活
動
費
出
納
簿
、
一
般

質
問
の
会
派
代
表
制
、
議
会
で
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
使
用
、
タ
ブ
レ
ッ

ト
型
端
末
等
の
持
ち
込
み
な
ど
に
つ

い
て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
12
月
20
日
の
全
員
協
議

会
に
て
、
協
議
が
整
っ
た
事
項
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
報
告
を
行
い
ま

し
た
。

１
．
政
務
活
動
費
出
納
簿
に
つ
い
て

政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
平

成
29
年
度
分
の
政
務
活
動
費
実
績

報
告
か
ら
、
実
績
報
告
書
の
提
出

に
併
せ
て
会
計
帳
簿
も
添
付
す
る

こ
と
で
一
致
し
た
。

２
．
議
場
へ
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末

等
の
持
ち
込
み
に
つ
い
て

議
場
へ
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
、

ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
の
持
ち
込
み

に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
第
１
回

定
例
会
か
ら
議
員
自
身
の
一
般
質

問
に
加
え
て
、
議
案
質
疑
の
際
に

使
用
す
る
場
合
も
持
ち
込
み
を
可

能
と
す
る
こ
と
で
一
致
し
た
。

平成30年市議会
第１回定例会会期日程 (案）
月日 開始時間 摘　　要

2/20(火) 10:00 第１回定例会 開会
◦行政事務方針、議案上程ほか

22(木) 10:00 一般質問

26(月) 10:00 一般質問

27(火) 10:00 一般質問

3/1(木) 10:00
13:00

議案質疑・委員会付託
総務常任委員会

2(金) 9:30 文教福祉常任委員会

5(月) 9:30 産業建設常任委員会

6(火)
7(水)
8(木)

9:30 予算特別委員会

19(月) 10:00 第１回定例会 閉会
・委員会審査報告、採決ほか

※上記は予定であり、変更となることもあります。
※第１回定例会で審査する請願・陳情は、２月９日（金）午後５時まで受け

付けています。

　手続きは簡単です。
　本会議の開催日、傍聴券に住所・
氏名を書いていただくだけです。

　また、委員会の傍聴の申込みは
当日開会時間の30分前から10分
前までとなります。
　どちらも、本庁舎３階議会事務
局にて受け付けております。

　次の定例会は、２月20日（火）
に開会される予定です。

本会議の傍聴席は
30席です

議会を傍聴
しませんか

本
議
会
で
は
、
開
か
れ
た
議
会
の
取

り
組
み
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
議
会
中
継
を
行
っ
て
い
ま
す
。
パ

ソ
コ
ン
等
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、
ご
家

庭
で
も
議
会
中
継
を
視
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
議
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

議
員
の
一
般
質
問
な
ど
の
議
会
中
継

は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
も
視
聴
可

能
で
す
。
こ
ち
ら
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
繋
が
り
ま
す
。

※
注
意

　
　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
に
よ
る

視
聴
で
は
、
パ
ケ
ッ
ト
通
信
料

定
額
サ
ー
ビ
ス
等
に
加
入
し
て

い
な
い
場
合
、
通
信
事
業
者
か

ら
高
額
な
利
用
料
金
を
請
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

議
会
中
継
へ
ア
ク
セ
ス
！

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中
継

ＱＲコード

１日目 ２～４日目 ５日目 休会中 ６日目
開会
議案提出

市政への一般質問 議案質疑・
委員会付託

委員会審査・
採決

委員会報告・採決
閉会

請願・陳情を提出される方へ

○○に関する請願（陳情）書

平成　　年　　月　　日

大網白里市議会議長
 　　　○  ○  ○  ○  様

　　　　（提出者）
　　　　　住所
　　　　　氏名　　  　  　  　  印

　　　　紹介議員（陳情は不要）　
　　　　　　　　○  ○  ○  ○  印

（請願・陳情要旨）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○
請
願
・
陳
情
者
の
住
所
は
番
地
ま
で
記
入
し
て
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

○
区
（
自
治
会
）
長
や
団
体
等
で
提
出
す
る
場
合
も
代
表
者
の
住
所
、

氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
請
願
・
陳
情
書
の
要
旨
は
簡
潔
・
明
瞭
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
場
所
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
略
図
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

○
請
願
書
は
紹
介
議
員
１
名
以
上
が
必
要
で
す
。

○
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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請願（陳情）書の様式例

◦定例会と臨時会
　定期的に招集される議会を定例会、必要に応じて特
定の案件に限って審議するために招集される議会を臨
時会といいます。
　本市の定例会は、２月、６月、９月、12月の年４
回開催されます。議会では、暦年で数えますので、２
月議会が第１回定例会という呼び方をします。
　議会の招集権限は、市長にありますが、議長または
議員定数の４分の１以上の議員から請求があれば、市
長は議会を招集しなければなりません。また、議長が

請求する場合は議会運営委員会の議決が必要となりま
す。
　本会議は原則として議員定数の半数以上の議員が出
席しなければ開くことができません。本会議の時間は、
原則午前 10時から午後５時までとなっています。

◦本会議の流れ（定例会）
　議案などの審議をして、議会の最終的意思を決定す
る会議を本会議といいます。議案などを詳細に審査す
る常任委員会は、本会議とは別に開催されます。

議 会 の し く み Part3 市議会の運営


